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時間外労働の上限規制

健康確保のためのルール

・2024年４月から、勤務医にも時間外労働の
上限規制が適用されます。
・また、勤務医の健康を確保するためのルー
ルが導入されます。

2024年度から始まるルールについて（概要）
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時間外労働の上限規制
2024年４月１日から、医業に従事する勤務医の時間外・休日

労働時間は、原則として年960時間が上限となります（Ａ水
準）。
医療機関が、地域医療の確保などの必要からやむを得ず、所

属する医師にこれを上回る時間外・休日労働を行わせる必要が
ある場合は、その理由に応じて、都道府県知事から指定を受け
る必要があります。
指定の種類 長時間労働が必要な理由 年の上限時間
（Ａ水準） 原則（指定取得は不要） 960時間
連携Ｂ水準 他院と兼業する医師の労働時間を

通算すると長時間労働となるため
通算で1,860時間
（各院では960時間）

Ｂ水準 地域医療の確保のため 1,860時間
Ｃ-１水準 臨床研修・専門研修医の研修のため 1,860時間
Ｃ-２水準 長時間修練が必要な技能の修得のため 1,860時間
※1,860時間の上限が適用されるのは、指定理由に対応する業務に従事する医師のみです。
※１つの医療機関が複数の水準の指定を受けることもできます。
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2024年4月以降の医療機関の36協定について

新しい36協定において協定する必要がある事項

医師の時間外・休日労働の上限規制の開始に伴い、医療機関が届け出る36協定届の様式が
新しくなりました。

医業に従事する勤務医に時間外・休日労働を行わせる場合には、以下の事項に
ついて協定した上で、36協定を所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
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新しい36協定において協定する必要がある事項
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2024年4月以降の医療機関の36協定について

さらに、臨時的な特別の事
情があるため、原則となる時
間外労働の限度時間（月45時
間・年360時間）を超えて時間
外・休日労働を行わせる必要
がある場合には、さらに以下
の事項について協定した上で、
36協定届（様式第９号の５）
を所轄労働基準監督署に届け
出る必要があります。
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2024年4月以降の医療機関の36協定について

36協定の締結に当たって留意していただきたい事項

①時間外・休日労働は必要最小限にとどめてください。
②使用者は、36協定の範囲内であっても、労働者に対する安全配
慮義務を負います。労働時間が長くなるほど過労死との関連性
が強まります。

③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範
囲を明確にしてください※。

④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間を超えることはでき
ません。また、限度時間を超えて労働させる必要がある場合は
できる限り具体的に定めてください。この場合も、時間外労働
は限度時間にできる限り近づけるようにしてください。

※特に、連携Ｂ、Ｂ、Ｃ水準の医師については、名簿を作成するなどして、36協定の締結に当たり該当する医師
を特定しておく必要があります。
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• 連携B水準の36協定
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• B水準の36協定
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• C-1水準・C-2水準の36協定
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